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一 

防
衛
庁
に
お
け
る
審
議
会
等
及
び
懇
談
会
等
の
公
開
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

審
議
会
等
及
び
懇
談
会
等
の
透
明
性
を
高
め
る
た
め
、
政
府
に
お
い
て
も
「
審
議
会
等
及
び
懇
談
会
等
行
政
運
営
上
の
会
合 

の
運
営
等
に
関
す
る
指
針
」
（
九
十
四
年
六
月
二
十
四
日
、
審
議
会
等
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
の
た
め
の
関
係
省
庁
連
絡
会
議
申 

合
せ
、
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。
）
や
「
審
議
会
等
の
透
明
化
、
見
直
し
等
に
つ
い
て
」
（
九
十
五
年
九
月
二
十
九
日
閣
議
決 

 

定
、
以
下
「
閣
議
決
定
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
そ
の
公
開
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

そ
の
一
方
で
、
防
衛
庁
に
お
い
て
は
防
衛
秘
密
の
名
の
下
に
そ
の
進
み
具
合
は
芳
し
い
も
の
と
は
い
え
ず
、
政
府
の
見
解
を 

た
だ
す
た
め
に
以
下
質
問
す
る
。
国
会
法
所
定
の
答
弁
期
間
内
に
答
え
ら
れ
た
い
。 

一 

指
針
で
は
「
審
議
会
等
の
議
事
の
公
開
又
は
非
公
開
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当 

該
審
議
会
等
の
決
定
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
」
（
Ⅱ
‐
5
）
と
定
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
防
衛
施
設
庁
は
、
そ
の
審
議 

会
で
あ
る
「
防
衛
施
設
中
央
審
議
会
」
の
議
事
の
公
開
に
関
し
当
該
審
議
会
の
決
定
に
基
づ
か
ず
に
独
断
で
非
公
開
に
し
て 

い
た
事
実
が
報
道
さ
れ
て
い
る
（
九
十
七
年
五
月
七
日
付
『
毎
日
』
夕
刊
）
。 

そ
こ
で
以
下
の
点
に
つ
き
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

1 

こ
の
当
時
防
衛
施
設
庁
が
、
同
審
議
会
の
決
定
に
基
づ
か
ず
に
審
議
会
を
非
公
開
に
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
か
。
事
実 



 

二 

で
あ
れ
ば
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

2 
現
在
、
同
審
議
会
の
議
事
は
公
開
さ
れ
て
い
る
の
か
。
も
し
非
公
開
で
あ
る
な
ら
指
針
に
基
づ
く
決
定
が
い
つ
行
わ
れ

た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

指
針
の
決
定
以
来
、
防
衛
庁
に
お
い
て
設
け
ら
れ
た
審
議
会
等
及
び
懇
談
会
等
の
全
て
に
関
し
以
下
の
点
を
そ
れ
ぞ
れ
明 

ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

1 

名
称
。 

2 

構
成
す
る
委
員
の
氏
名
及
び
職
業
。 

3 

設
置
期
間
。 

4 

議
事
の
公
開
の
有
無
（
非
公
開
の
場
合
、
そ
の
理
由
）
。 

5 

会
合
の
日
時
、
開
催
場
所
、
議
題
。 

6 

審
議
会
へ
の
提
出
資
料
の
件
名
の
全
て
。 

7 

議
事
録
の
公
開
の
有
無
（
公
開
さ
れ
て
い
る
場
合
、
い
つ
の
会
合
に
関
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
か
。
ま
た
非
公
開
及
び

そ
れ
に
代
え
て
議
事
要
旨
を
公
開
し
て
い
る
場
合
、
議
事
録
非
公
開
の
理
由
）
。 



 

三 

8 

議
事
要
旨
の
公
開
の
有
無
（
公
開
さ
れ
て
い
る
場
合
、
い
つ
の
会
合
に
関
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
か
。
ま
た
非
公
開
の

場
合
、
そ
の
理
由
）
。 

三 

閣
議
決
定
で
定
め
る
「
一
般
の
閲
覧
、
複
写
が
可
能
な
一
括
窓
口
」
（
4
‐
（
3
）
）
は
防
衛
庁
に
お
い
て
は
ど
こ
に
あ 

る
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
閣
議
決
定
で
定
め
る
よ
う
に
利
用
可
能
な
状
態
が
整
え
ら
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

議
事
録
及
び
議
事
要
旨
の
公
開
に
当
た
っ
て
閣
議
決
定
は
「
一
般
の
ア
ク
セ
ス
が
可
能
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
や
コ
ン
ピ
ュ
ー 

タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
掲
載
に
努
め
る
」
（
4
‐
（
3
）
）
と
あ
る
が
、
防
衛
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
議
事
録
は
掲
載 

さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 
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